
ハロハロ決裁事項一覧表(改定版） ◎最終決裁

決裁案件 決裁事項 総会 理事会 理事長 事務局長

1.定款の変更 ◎

2.合併 ◎

3.解散および残余財産の処分 ◎

4.理事会が総会に付すべき事項として議決した事項 ◎

5.総会に付議すべき事項(定款21条第関連） ◎

6.総会の議決した事項の執行に関する事項 ◎

7.契約の締結 ◎ ○契約書は理事長名

8.組織の変更 ◎

9.会議・委員会の新設・改廃 ◎

10.規程の制定・改廃 ◎

11.総会の基本的事項 ◎

12.事務所の新設・移転・廃止 ◎

13.競業取引・利益相反取引の承認 ◎

１.中長期計画の承認 ◎

2.単年度事業計画・予算の採択および変更 ◎

3.地域グループ別予算の決定･変更 ◎

4.その他の業務執行に関する重要事項 ◎

5.事務局運営方針 ◎

1 １.役員（理事・監事）の選任 ◎

2 2.理事の解任 ◎

3 3.監事の解任 ◎

4 4.理事長、副理事長の選任 ◎

5.理事候補者の選出 ◎

6.監事候補者の選出 ◎

7.事務局長の任免・昇格・休職・復職・退職 ◎

8.人事諸制度の制定・改廃 ◎

9.福利厚生制度の制定・改廃 ◎

10.事務局長以外の正職員の採用 ◎

11.事務局長以外の正職員の昇格・休職・復職・退職 ◎ 雇用契約書は理事長権限

13.事務局長以外の正職員の異動 ◎

14.事務局長以外の正職員の採用計画の変更 ◎

15.事務局長以外の正職員の処遇（昇給・賞与等）の改定 ◎

16.有期契約職員の採用・退職 ◎

17.有期契約職員の処遇改定・就労条件変更 ◎

18.インターン・ボランティアの採用 ◎

19.職員の表彰・懲戒 ◎

21.国内出張の承認 ◎

22.海外出張の承認 ◎

23.職員からの苦情処理 ◎

１.正会員の入会 ◎

2.正会員の除名 ◎

3.正会員の退会（団体解散・破産・会費滞納） ◎

9.年会費の決定 ◎

1.外部届出、調査回答等 ◎

2.外部団体加入・脱退 ◎

3.後援・協力・協賛 ◎

4.寄付の実施 ◎10万円/回以上 ◎

5.その他 ◎

1.募金企画の決定 ◎

2.助成金の申請 ◎

3.受託事業の決定 ◎

4.自主事業の決定 ◎

5.寄付金の受け入れ承認 ◎50万円/回以上 ◎

1.事業報告および決算の承認 ◎

2.事業報告案および決算書案の採択 ◎

3.決算期の変更 ◎

4.法人所得関連の諸税の申告・納付 ◎

5.金銭の借入 ◎

6.金銭の貸付 ◎15万円以上
◎（現地事業の

み）
7.債務保証･担保提供 ◎

8.不良債権処理、貸倒償却 ◎

9.投資有価証券・長期債券の取得・売却 ◎

10.棚卸資産の処分 ◎100万円以上 ◎

11.雑損失 ◎

12.会計伝票への検印 ◎

1.固定資産の取得・除却 ◎20万円以上 ◎

2.設備投資・情報システム投資 ◎20万円以上 ◎

3.不動産・器具・車両・備品の賃借（含むリース） ◎20万円以上 ◎

4.固定資産の撤去・除売却 ◎20万円以上 ◎

5.資産貸与 ◎20万円以上 ◎

1.予算支出

　①購入先・決済条件の決定・変更 ◎20万円以上 ◎

　②工事に関わる発注・支出 ◎20万円以上 ◎

　③購入品に関する発注・支出 ◎20万円以上 ◎

　④交際費的支出 ◎10万円以上 ◎

　⑤給与・賞与等人件費支出 ◎

2.予算外支出（予備費支出） ◎20万円以上 ◎
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